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 本日、ここに、鹿島市議会令和６年９月定例会を招集し、諸案件について

ご審議をお願いするものですが、議案の提案に先立ちまして、鹿島市を取り

巻く最近の情勢や今後の主要な施策について申し上げます。  

 

【ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会について】  

 はじめに、ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会

について申し上げます。 

いよいよ本大会の開幕まで約１か月となりました。「体育」から「スポー

ツ」に変わる新しい大会が佐賀から始まります。スポーツの楽しさ、素晴ら

しさが実感できるような新しい大会の開催に向けて準備を進めてきました。 

市内各所に設置したのぼり旗で全国から訪れる方をお迎えし、また、訪れ

た皆様に「鹿島に来てよかった」と言ってもらえるよう特産品のふるまいな

ど競技会場外でのおもてなしも準備しています。これまで多くの方々にご協

賛やご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

９月２１日と２２日に蟻尾山公園で開催される公開競技のグラウンド・ゴ

ルフを幕開けに、１０月５日から７日までの３日間は陸上競技場でのアーチ

ェリー競技、１０月１１日と１３日には市民球場で軟式野球、１０月２７日

は全国障害者スポーツ大会のアーチェリー競技が開催されます。全国からの

多数の選手団や、アーチェリー競技では国内トップクラスの選手たちが鹿島

に集結し熱い戦いを繰り広げられます。 

また、明日９月４日には鹿島市民文化ホールＳＡＫＵＲＡＳで「ＳＡＧＡ

２０２４鹿島市団結集会」を開催します。大会の成功に向け市民の皆様と気

持ちを一つに盛り上げていきたいと思っています。ぜひご来場ください。 

この夏は、世界や全国を舞台に鹿島の中学生や高校生、２０代の選手が大
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活躍されました。 

中学生では、第３２回全国中学生なぎなた大会団体の部で濱本
はまもと

あみかさん、

大谷
おおたに

実
み

穂
お

さんが３位に入賞され、第１７回全日本ジュニアテコンドー選手権

大会では川島
かわしま

真
まさ

友
とも

さんが準優勝の成績を収められました。全国中学校体育大

会には、柔道女子５２ｋｇ級の大島
おおしま

しおりさん、ソフトテニス女子ダブルス

の野中
の な か

梨
り

穂
ほ

さん、田川
た が わ

莉子
り こ

さんが出場されました。 

高校生では、全国高等学校総合体育大会でなぎなた競技の大谷
おおたに

舞
ま

桜
お

さん、

ウエイトリフティング競技の松尾環那
ま つ お か ん な

さんが優勝、レスリングの白川
しらかわ

大虎
や ま と

さ

んは３位入賞の優秀な成績を収められました。 

また、パリオリンピック男子サッカーには、平河
ひらかわ

悠
ゆう

選手が１６年ぶりの鹿

島市出身オリンピアンとして出場されました。皆さんのさらなる飛躍を期待

しています。 

 選手たちの躍動と活躍は、私たちに大きな感動と勇気をもたらしてくれま

す。ＳＡＧＡ２０２４のその先を見据え、今大会を元気な鹿島を次世代へつ

なげていく活力とし市政の発展に取り組んでいきます。  

 

【地域防災力向上の取組について】 

 次に、地域防災力向上の取組について申し上げます。  

去る７月２８日、佐賀県消防学校で第３８回佐賀県消防操法大会が開催さ

れ、小型ポンプ操法の部に鹿島市を代表し北鹿島分団が出場されました。出

場１１隊中、見事に準優勝の成績を収められました。  

約３か月の訓練期間中、私も激励に訪れましたが、ご家族や職場、地域の

ご理解とご協力のもと出場予定の選手と分団員全員が一致団結し厳しい訓練

に励まれ、その成果が今回の結果につながりました。北鹿島分団をはじめ関
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係者の皆様には、改めて敬意を表したいと思います。 

この大会を通じて、技術力の向上はさることながら、団員同士の絆が深ま

り消防団の一体感、連帯感の強化が図られたことと思います。技術力や組織

力の強化は火災だけでなく風水害等の対応にも活きてきます。地域防災力の

要である消防団におかれましては、地域の安全安心のため、今後の活動の中

で今回の経験や成果を発揮していただくものと期待しています。  

 

【市制施行７０周年記念事業について】  

次に、市制施行７０周年記念事業について申し上げます。  

「鹿島を盛り上げ、発信する」をコンセプトに様々な記念事業を展開して

いるところです。９月８日にＳＡＫＵＲＡＳで開催する「第２７回かしま伝

承芸能フェスティバル」には、７０周年を記念し友好都市である千葉県香取

市から出演される佐原囃子
さ わ ら ば や し

をはじめ全１０団体が、日頃から培われた素晴ら

しい芸能を披露されます。ぜひご来場ください。 

１１月２３日にはＳＡＫＵＲＡＳで「７０周年を市民の皆様と祝う記念式

典」を開催します。自衛隊音楽隊と市内中学校ブラスバンド部のコラボレー

ションによる「音楽祭」や、九州初となる植物の力を利用して発電し光を灯

す「ＳＡＫＵＲＡＳイルミネーション」の点灯式などを計画しています。 

この記念式典では、市民の皆様が郷土愛を育むとともに鹿島の魅力を市内

外に発信し、交流・関係人口の増加を目指す新たなプロモーション動画の放

映や、記念冊子「かしまＢＯＯＫ」のお披露目なども予定しています。この

記念の年を、次代へつなぐ一歩とし皆様の笑顔があふれる年となるよう引き

続き取り組んでいきます。 
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【脱炭素化の取組について】 

 次に、脱炭素化の取組について申し上げます。  

この度、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の採択を受け、

市民の皆様への太陽光発電設備等の設置補助をはじめ、重要伝統的建造物群

保存地区内の建物や利活用できる空き家への高効率空調設備等の設置に対す

る助成制度の創設を行う予定です。 

この交付金を活用し、学校施設や公民館などの公共施設へ高効率空調機器

の導入も、順次進めていく予定としています。 

また、脱炭素化の取組の一つである「紙おむつリサイクルプロジェクト」

は、今後の本格稼働に向け「鹿島市・嬉野市・太良町使用済紙おむつリサイ

クル検討会」を立ち上げ、将来的な実現可能性について検討を進めていきま

す。広域連携によるスケールメリットも活かしながら地域の資源循環を促進

し脱炭素化の取組に力を入れていきます。  

 

【デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の取組について】 

次に、デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）による市民生活の利

便性向上の取組について申し上げます。  

市の公式ＬＩＮＥでは、お住いの地区のごみ収集日や災害時の避難情報な

どのお知らせ機能をご利用いただいています。８月１日からは機能を拡充し、

住民票の写しや納税証明書などの交付申請、市民体育館などの公共施設の予

約ができるようになりました。今後も市民生活の利便性と行政サービス向上

のため、いつでもどこでも市役所の手続がお手持ちのスマートフォン一つで

できる「てのひら市役所」の取組を進めていきます。  

この「てのひら市役所」をより多くの方々にご利用いただくため、公式Ｌ
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ＩＮＥの機能や操作に関する出前講座や相談会も開催しています。デジタル

に不慣れな方も安心して使っていただける取組も進めていきます。  

９月からは市役所窓口での手数料支払いキャッシュレス化も行いました。

窓口で現金を取り扱う機会を減らし業務の効率化を図り、その分をより丁寧

な窓口対応に努めることで誰もがデジタル化の利便性を実感していただける

よう取り組んでいきます。 

今後も市民に寄り添いながらＤＸの普及と推進に取り組むことで、誰一人

取り残さない地域社会の構築と豊かな市民生活の実現を目指していきます。  

 

【「むしろこれから鹿島・太良」の取組について】 

次に、「むしろこれから鹿島・太良」の取組について申し上げます。 

７月に開催しました「むしろこれから鹿島・太良フォーラム～肥前鹿島駅

から始まる沿線スローツーリズム～」では、山口知事と若手経営者の皆さん

がこのエリアの可能性について語り合われました。地域の日常のありようが

地域外からの視点や来訪者にとっては素晴らしい財産であり、肥前鹿島駅周

辺整備の進捗に合わせ、地域の皆様と一緒になって将来ビジョンを描いてい

くという気運の醸成が図られました。 

長崎本線の新たなスタートから２年となる９月２３日には、肥前鹿島駅周

辺で子どもたちが公共交通に触れ合う機会を提供する「駅からＧｏ！かしま

公共交通体験フェスタ」を昨年に引き続き開催します。列車やバスの乗車体

験をはじめ保育園児のアトラクション、移動動物園やキッチンカーの出店な

どを計画しています。家族で楽しめる１日となりますのでぜひご来場くださ

い。 

鹿島の玄関口である肥前鹿島駅を拠点として開催するこのイベントは、地
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域公共交通の要である長崎本線が、沿線地域をゆっくりと楽しんでいただく

スローツーリズムの柱でもあることを再認識するとともに、これからの鹿島

・太良の盛り上がりを期待するものです。 

長崎本線を含めこの地域の大切な財産を、しっかりと次代へ引き継いでい

けるよう全力で取り組んでいきます。 

 

【有明海沿岸地域の振興について】 

 次に、有明海沿岸地域の振興について申し上げます。  

有明海沿岸地域は、高規格道路の整備が進み広域的な交通ネットワークが

形成されることで、人流や物流のさらなる活性化が期待されています。 

今回、沿岸地域の自治体が連携して地域全体の魅力を高めることで、交流

・関係・定住人口を増加させ、産業の成長とともに地域全体が持続的に発展

することを目的として、８月２日に本市を含む沿岸地域４県の２６市町が参

画し「有明海沿岸地域振興会議」が発足しました。これまでにない規模の広

域連携体制が組織され、今後、スケールメリットを活かした振興策などに取

り組んでいきます。 

沿岸地域の振興には、地域の生産性を向上させ成長力を強化するのに重要

な役割を担う「有明海沿岸道路」が必要不可欠です。  

今回発足した「有明海沿岸地域振興会議」や沿岸地域の観光協会などが構

成する「環有明海観光連合」と連携して「有明海沿岸道路福富鹿島道路」の

早期整備と「鹿島諫早間」の早期事業化に向け、国や県に対して地元の声や

熱意をしっかり届けていきます。 

 

 以上、９月定例会の開会にあたり、鹿島市を取り巻く最近の情勢や今後の
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主要な施策について申し上げました。今後とも市民の皆様並びに議員の皆様

のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。  

 

【議案について】 

 それでは、提案する案件について、その概要を説明します。議案は、報告

２件、決算認定６件、改正条例制定２件、補正予算４件の合計１４件です。 

 

【報告について】 

 はじめに、 報告第６号 令和５年度鹿島市一般会計継続費精算報告書に

ついて申し上げます。これは、継続費に係る市民会館建設事業が令和５年度

で終了したので、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により継続費精

算報告書として報告するものです。 

 次に、 報告第７号 令和５年度鹿島市土地開発公社決算について申し上

げます。 

決算の概要としては、令和５年度は公有地の取得及び売却の事業は実施し

ていません。 

 その結果、損益については、事業外収益の１０，５０５円から、一般管理

費の１４，０９５円及び事業外費用の５１０円を差し引き、４，１００円の

経常損失となっています。 

 この経常損失は、令和４年度繰越準備金で補填するものとして整理してい

ます。 

 

【令和５年度決算認定について】 

 続きまして、 議案第３２号 から 議案第３７号 については、令和５
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年度の一般会計、特別会計及び公営企業会計に関する歳入歳出決算となりま

す。 

はじめに、 議案第３２号 令和５年度鹿島市一般会計歳入歳出決算認定

について申し上げます。なお、決算については円単位でありますが、便宜上、

千円単位で申し上げます。 

 令和５年度の歳入については、総額１７６億２，８４６万３千円となり、

県支出金などの増により、対前年度比３．２％の増となりました。  

 一方、歳出については、総額１７２億９，６９２万円となり、扶助費など

の増により、対前年度比５．２％の増となりました。  

 その結果、翌年度に繰り越すべき財源を差し引き、２億５，８４７万１千

円の黒字決算となりました。 

 基金については、市の積立金である財政調整基金から１億７，１００万円

の繰り入れを行いましたが、１２月の普通交付税の追加交付などにより、約

２億３，１００万円の積み立てを行いました。その結果、財政調整基金の年

度末残高は約６，０００万円増え、今後の財政運営に備えることとしていま

す。 

 また、市債残高は、令和５年度末では約１３７億円ですが、償還費のうち、

普通交付税で全額措置される臨時財政対策債を除けば、約９５億８，０００

万円となります。 

 この償還費にも普通交付税により措置されるものがありますので、実質的

に返済する金額は約５５億３，０００万円となっています。 

本市の行財政運営の主要な部分を占める一般会計においては、今後も財政

指標に留意しながら、健全な運営を行っていくことが重要であると認識して

います。 
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 次に、 議案第３３号 令和５年度鹿島市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について申し上げます。 

 令和５年度の歳入の総額は、３８億５，７４３万２千円、歳出の総額は、

３７億７，１９５万８千円で、差し引き８，５４７万４千円の黒字決算とな

っており、令和６年度において国民健康保険基金へ積み立てたところです。  

 次に、 議案第３４号 令和５年度鹿島市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について申し上げます。 

 令和５年度の歳入の総額は、４億８，７２７万３千円、歳出の総額は、４

億８，２１３万４千円で、差し引き５１３万９千円の黒字決算となり、令和

６年度会計へ繰り越したところです。 

 次に、 議案第３５号 令和５年度鹿島市給与管理特別会計歳入歳出決算

認定について申し上げます。 

 この会計は、職員給与支給事務の簡素化を図ることを目的とした会計であ

り、水道及び下水道事業を除く一般会計及び特別会計のそれぞれの給与費決

算額と重複した決算となっています。 

 次に、 議案第３６号 令和５年度鹿島市水道事業会計決算認定について

申し上げます。  

 令和５年度の収益的収支については、純利益が７，３１８万４千円生じた

ため、４，３１８万４千円を減債積立金に、３，０００万円を建設改良積立

金に積み立てることとしています。 

また、資本的収支については、２億２，３４１万９千円の不足が生じたた

め、当年度分損益勘定留保資金などにより補塡したところです。  

 次に、 議案第３７号 令和５年度鹿島市下水道事業会計決算認定につい

て申し上げます。 
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 令和５年度の収益的収支については、純利益が１，４６９万 1 千円生じた

ため、全額を減債積立金に積み立てることとしています。 

 また、資本的収支については、２億７，８８７万４千円の不足が生じたた

め、当年度分損益勘定留保資金などにより補塡したところです。 

 以上、令和５年度決算認定についての説明を終わりますが、今後とも、効

率的かつ効果的な行政運営、安定的かつ健全な財政運営の具現化を図る「行

財政運営プラン」の着実な取組などにより、「第七次鹿島市総合計画」に掲

げる主要施策の実現に向け、将来にわたり「持続可能な行財政運営」の構築

に努めていきます。 

 

【令和６年度補正予算案について】 

 続きまして、補正予算に関する議案４件について申し上げます。 

 まず、 議案第４０号 令和６年度鹿島市一般会計補正予算（第２号）に

ついて申し上げます。 

 今回の補正は、予算の総額に１億８，０１７万６千円を追加し、補正後の

総額を１５４億３，１５１万９千円とするものです。 

 歳入については、事業の決定、既存事業の追加や減少などに伴う、国・県

支出金、分担金及び負担金、市債などの増減を計上するとともに、令和５年

度決算剰余金としての繰越金などを計上しています。 

 歳出のうち主なものとしては、総務費では、令和５年度決算剰余金の確定

に伴い、地方財政法第７条の規定により決算剰余金のうち２分の１相当額を

財政調整基金への積立金として計上しています。 

民生費では、保育所等の給食食材費等の物価高騰分に対する「保育所等給

食費支援事業」や「低所得者支援及び定額減税補足給付金給付事業」を、衛
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生費などでは、環境省からの事業採択を受け、太陽光発電設備やＬＥＤ照明

など省エネ設備導入への補助や公共施設への高効率空調設備の設置などを行

う「地域脱炭素重点対策加速化事業」を、土木費では「里道橋維持管理事業」

を、災害復旧費では、令和６年６月豪雨に伴う「現年発生農地農業用施設災

害復旧事業」を計上しています。 

 このほか、株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀様、幸姫酒造株式会社様か

らご寄附をいただいていますので、それぞれのご寄附の趣旨に従い、有効に

活用させていただきます。 

 次に、 議案第４１号 令和６年度鹿島市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）について申し上げます。 

 今回の補正は、歳出において保健事業費の療養費を増額し、同額を予備費

で財源調整するものです。 

 次に、 議案第４２号 令和６年度鹿島市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について申し上げます。 

 今回の補正は、令和５年度決算に伴う繰越金と後期高齢者医療広域連合納

付金を増額するものです。 

 次に、 議案第４３号 令和６年度鹿島市水道事業会計補正予算（第１号）

について申し上げます。 

 今回の補正は、水道料金改定に伴い収益的収入の給水収益を増額し、資本

的支出の事務費に人事異動に伴う人件費を増額するものです。  

 

【条例の制定について】 

 続きまして、条例に関する議案２件について申し上げます。 

 まず、 議案第３８号 鹿島市国民健康保険条例の一部を改正する条例の
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制定について申し上げます。 

 これは、国民健康保険法の一部改正に伴い、マイナンバーカードと被保険

者証が一体化され、被保険者証は廃止されるため、所要の改正を行うもので

す。 

 次に、 議案第３９号 県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例の

一部を改正する条例の制定について申し上げます。 

これは、佐賀県が行う土地改良事業に係る農地が目的外の用途に供された

場合等に特別徴収金を徴収するため、所要の改正を行うものです。 

  

 以上、提案する議案の概要について説明しましたが、詳細については、ご

審議の際、担当部長又は課長が説明しますので、よろしくご審議いただきま

すようお願い申し上げます。 


